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総論で示した基本目標ごとに具体的な取り組み（具体施策）を位置づけます。 

なお、具体施策については、前述の重点施策との関係を示していく（重点施策は★を記載）ととも

に、「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を意識した施策推進を図っていくことができるよう、SDGｓが

掲げる１７の目標との関係を整理します。 

 

 

 

  

第３章 具体的な取り組み 
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基本目標１：安心して暮らせる生活基盤の充実 

 

基本方針１：必要な情報が得やすく、気軽に相談できる！ 

障がいのある人やその家族が必要な情報がわかりやすく、容易に入手できるよう工夫を行うと

ともに、意思疎通支援を担う人材の育成・確保、サービスの円滑な利用促進などコミュニケーショ

ン支援体制の構築に努めます。 

また、障がいのある人やその家族が抱える生活上の不安や問題の早期解決を促進するため、

関係機関などと連携し、相談できる窓口の充実を図ります。 

 

 

（１）わかりやすい情報提供と意思疎通支援の推進                          

市の広報誌やホームページによる情報提供の推進をはじめ、意思疎通支援事業の推進や必要

な用具の給付などを実施し、支援していきます。 

取り組み名 内容 主管課 

①様々な方法を通じての情報の提供 

１）市広報誌や市ホ

ームページ等に

よる情報提供の

推進 

障害福祉サービスや地域生活支援事業の認知度が低

い状況にあることから、障がい者支援や相談窓口等に関

する情報が適宜利用者に届くよう、市の広報誌や市ホー

ムページ、障がい者福祉のしおり等様々な媒体を利用し

て情報の積極的な周知を図り、利用促進に努めます。 

難病患者については、障害福祉サービスの対象となっ

たことについて引き続き各種情報媒体を利用して周知徹

底を図ります。 

障がい福祉課 

 

情報提供に際しては、メディアユニバーサルデザインや

ウェブアクセシビリティへの配慮を継続して市ホームペー

ジの作成などを図るとともに、無料のソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス（ＳＮＳ）やスマートフォンアプリケーショ

ンを活用した多角的な広報の実施等を図ります。 

国際交流課 

２）情報提供の充実

と声の広報の活

用促進 

情報提供について、誰もが分かりやすく伝わりやすい表

現や、音声への変換にも対応できるような表現等に配慮し

ます。 

声の広報について、配布や市ホームページ上の利用が

十分にされるよう、浦添市身体障がい者福祉協会や関係

団体等との連携を図りながら、効果的な周知方法の検討

及び周知に努めます。 

国際交流課 

３）意思疎通支援事

業の充実 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、

発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のた

め、意思疎通に支障がある障がい者等との意思疎通の支

援を推進します。 

障がい福祉課 

（各課） 
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・手話通訳者の設置を継続するとともに、手話通訳者の

派遣の充実 

・意思疎通支援事業（手話通訳者派遣事業等）について

市の広報誌や市ホームページ等を活用し、わかりやす

く制度を周知 

・市役所窓口においてコミュニケーションボードの活用

を図るなど、障害特性に応じた柔軟な意思疎通支援の

実施 

・市主催の行事やイベント等に際しては、手話通訳者や

要約筆記者の派遣に努めていくものとし、行事等を所

管する担当セクションと連携した取り組みの実施 

４）その他の地域生

活支援事業の

実施 

情報支援及びコミュニケーション支援に係る人材の養

成・研修など、社会参加促進事業等のサービスについて、

引き続き実施し、ボランティア人材の養成に取り組みます。 

・手話奉仕員や音訳ボランティア等ボランティア人材の

養成 

・サークル等の関係団体との連携による手話通訳者や

要約筆記者となる人材育成（ステップアップ講座の充

実や、実践の場への参画促進） 

障がい福祉課 

５）図書館サービス

の充実 

障がい者（児）が、必要な情報を得たり、読書ができる

環境づくりに向けて、図書館サービスの充実に努めます。 

・点字図書の充実 

・録音図書の計画的な収蔵及び音訳グループからの

「声の広報」ＣＤ寄贈受け入れによる収蔵の強化 

・宅配（資料郵送）サービス、資料の周知及び啓発の実

施 

社会教育推進

課（図書館） 

６）緊急通報システ

ムの充実 

障がい者が緊急時に速やかに通報できるシステムの充

実及び普及に努めます。 

・「net119」や「緊急通報用ＦＡＸ」等の普及・啓発・登録

の推進 

・市ホームページや携帯メールなど、障害の特性に応じ

た多様な情報伝達システムの検討・整備 

障がい福祉課 

消防本部 

７）日常生活用具給

付等事業（情報・

意思疎通支援用

具） 

浦添市障がい者等日常生活用具給付等事業実施規程

に基づき、日常生活の中で、情報・意思疎通支援に供す

る、携帯用会話補助装置をはじめ、ポータブルレコーダ

ー、情報・通信支援用具などを給付します。 

障がい福祉課 

８）軽度・中等度難

聴児補聴器購

入費助成事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の

難聴児に対して、補聴器の購入及び修理に要する費用の

一部を助成します。 

障がい福祉課 

  



30 

９）選挙における配

慮の充実 

障がいのある有権者が投票に参加しやすいようにバリ

アフリーの投票所の設置に努めます。 

また障がいがある方で郵便物に点字を希望する有権者

の投票入場券に「選挙名」及び「投票入場券」の点字シー

ルを貼付して選挙に関する情報提供を図ります。 

今後も、郵便等による不在者投票や代理記載制度など

障がいのある人の状況に応じた支援を継続するとともに、

これらの投票制度について周知を図ります。 

選挙管理委員

会 

 

 

（２）相談体制の整備と機能強化                                      

基幹相談支援センターを中心とした、総合的な相談をはじめ、発達障がい児やこころの健康など、

様々な相談窓口の充実を図るとともに、関係機関と連携した体制強化に努めます。 

取り組み名 内容 主管課 

①相談支援機能の充実・強化 

10）浦添市障がい

者自立支援協

議会の充実 

障がい者支援に関する具体的な内容（地域生活支援の

あり方等）については、浦添市障がい者自立支援協議会

で検討を行うなど、支援体制の強化に努めます。 

・自立支援協議会における地域生活支援のあり方等の

検討推進 

・各専門部会における、より専門的な検討事項（支援困

難ケース等への対応、各分野における支援体制整備）

の検討 

・障害のある方が自立支援協議会に参画、決定に関与

できることを目指し、障がい者団体との定期的な意見

交換を実施する等、具体的な検討を推進 

障がい福祉課 

 

②相談体制の充実 

11）相談支援事業

の推進 ★ 

総合的な相談業務を担う相談支援の拠点として浦添市

障がい福祉関連複合施設「ピアラルうらそえ」内に設置し

た「基幹相談支援センターてだこの森」や「児童発達支援

センターたんぽぽ」を中心に、こども、地域生活、住まい、

就労等に関する相談に対応し、適切な支援が行えるよう、

一般相談支援事業の推進及び気軽に相談できる体制の

整備に努めます。 

・基幹相談支援センターてだこの森や各相談支援事業

所の周知 

・相談支援事業所や地域包括支援センター、浦添市社

会福祉協議会（ＣＳＷ等）、地域の相談員（自治会長、

民生委員等）との連携による包括的な相談支援の実

施 

障がい福祉課 
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・相談支援専門員の相談援助技術の向上を図るため、

浦添市障がい者自立支援協議会への参加を通して技

術向上・情報交換の促進、基幹相談支援センターてだ

この森による勉強会の開催などによる相談支援専門

員の相談援助技術の向上 

・相互に連携できる体制づくりや加算取得による経営改

善が図れるよう支援の実施 

12）重層的支援体

制整備事業の

実施検討 

既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民

の複合・複雑化した支援ニーズに対応するため、断らない

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に

実施する「重層的支援体制整備事業」や、その移行準備事

業の実施について検討を進めます。 

※重層的支援体制：属性・世代を問わない相談、地域

づくりの実施体制 

福祉総務課（室） 

13）サービス等利

用計画・障害

児相談支援援

助の質の向上 

★ 

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成

や、支援援助の質の向上を図ります。一方で、新規の受け

入れが難しく待機期間が長期化しているケースもあること

から、その対応についても検討を図っていきます。 

・支給決定後のモニタリングの実施 

・基幹相談支援センターてだこの森に配置する主任相

談支援専門員等を中心に、浦添市障がい者自立支援

協議会においてサービス等利用計画・障害児相談支

援援助の評価の実施 

・サービスの質や効果について把握を行う方策の検討・

実施に努めます。 

・浦添市障がい者自立支援協議会及び相談支援事業

所連絡会を活用し複数の事業所が連携する体制づく

りに努めます。 

障がい福祉課 

14）発達障がい児

（者）の相談窓

口の充実 ★ 

発達が気になる段階からの支援をはじめ、発達障がい

児（者）のライフステージに応じ、適切な支援が途切れるこ

となく提供できるよう、基幹相談支援センターてだこの森

及び児童発達支援センターたんぽぽと連携し、相談窓口

の充実を図るとともに、相談後に適切な場につなぐネット

ワークの強化を図ります。 

・発達障がい児（者）支援関係課連絡会議（全体会議）

の開催 

・実務者レベルの連絡会議の開催 

・心理士による連携会議の開催 

・ライフステージ移行時における引継ぎ・支援者の変更

に際して支援が途切れることのないよう、情報共有の

あり方について検討・調整の実施 

障がい福祉課 
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15）こころの健康に

関する相談体

制の充実 

市民のこころの健康について、相談体制をはじめ、医療

機関等との連携を図り取り組みを推進します。 

・市民のこころの相談に対して来所・電話・訪問による相

談体制の充実 

・医療機関等関係機関との連携強化 

・自殺対策行動計画に基づき、ゲートキーパー（心の健

康サポーター）養成講座の開催 

健康づくり課 

 

 

基本方針２：保健・福祉サービス等が利用しやすくなる！ 

地域において障がいのある方が生活する上で、必要となる保健・福祉サービスを提供できるよ

う、「生活習慣病に起因する障害の発生予防」をはじめ、「保健医療関係機関の連携」「福祉サー

ビスの充実」を図ります。 

福祉サービスの充実については、障がいのある人自身だけでなく、ヤングケアラーを含む家族

介護者の支援にもつながることから、福祉サービスの充実に取り組みます。 

 

 

（１）生活習慣病等を起因とする障害の発生予防                            

疾病の予防・障害の早期発見に向けた総合健診の取り組みをはじめ、健康相談・指導、健康づく

り活動を推進し、生活習慣病を起因とする障害の発生予防に努めます。 

取り組み名 内容 主管課 

①疾病の予防・障害の早期発見及び健康づくり 

１6）健康づくり等の

推進 

 

 

 

生活習慣病等を起因とした障がいの発生を予防するた

め、生活習慣病等の発症予防・重症化予防の取り組みを

推進します。 

・特定健診、がん検診の推進 

・特定保健指導 

・生活習慣病重症化予防事業 

・食環境整備事業 

・健康教育、健康相談等による健康づくり事業 

・歯科・口腔、受動喫煙防止対策、適正飲酒の推進、身

体活動・運動に関する事業 

健康づくり課 

市民の運動習慣に寄与することなどを目的として、「ス

ポーツフェスティバル」「自治会対抗各種競技大会」｢てだ

こウォーク｣等各種イベントへの参加促進を図ります。 

文化スポーツ振

興課 

観光振興課 

生活習慣病や薬物乱用等による健康への影響について

学習する機会を通して、児童生徒の健康づくりについての

知識を深め、規則正しい生活や望ましい生活習慣等、健

康づくりについての意識を高める取り組みを推進します。 

学校教育課 
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１7）地域医療の普

及促進 

浦添市医師会や南部地区歯科医師会等との連携のも

と、地域医療の普及促進に関する取り組みを実施します。 

・地域医療講演会等の開催 

いきいき高齢支

援課 

健康づくり課 

浦添市在宅医療ネットワークと連携を図りながら障がい

者等の在宅医療の支援に努めます。 

いきいき高齢支

援課 

（障がい福祉課） 

 

 

（２）保健医療関係機関との連携                                      

障がいのある人やその家族に対し、医療機関等の情報提供をはじめ、保健医療関係機関と連携

し、適切な医療を受けることができる体制づくり等を推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①適切な医療の提供推進 

１8）かかりつけ医・

かかりつけ歯科

医の普及 

障がい者（児）やその家族等が適切な医療にアクセスで

きるよう、医療機関等の情報提供をはじめ、かかりつけ

医・かかりつけ歯科医（発達相談ができる医療機関も含

む）の普及・定着に向け、市の広報誌や市ホームページ

等、各種情報媒体を用いた啓発の推進を図ります。 

障がい福祉課 

いきいき高齢

支援課 

②医療費助成制度の周知 

１9）自立支援医療

の周知 

適切に支給が受けられるよう、自立支援医療の対象者

や指定医療機関の情報、自己負担に関する内容について

市の広報誌や市ホームページ等を活用し、わかりやすく制

度の周知を行います。 

障がい福祉課 

 

20）浦添市重度心

身障害者（児）

医療費助成の

周知 

心身に重度の障害のある障がい者の、保健の向上と福

祉の増進に資するため、保険診療による医療費等の一部

を助成するとともに、市の広報誌や市ホームページ等の活

用により制度の周知を図ります。 

障がい福祉課 

21）特定医療費（指

定難病）助成

制度の周知 

国が定めた指定難病について、医療の確立・普及を図

るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的と

して、県の保健所が実施している制度について、周知を図

ります。 

障がい福祉課 
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（３）福祉サービス等の充実                                         

障害があることで日常生活や社会生活に困難を感じる方の手助けとなる各種障害福祉サービス

等の充実を図り、本人の生活支援及び家族等の介護者への支援を推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①障害福祉サービス等の充実 

22）訪問系・その他

のサービスの

提供 ★ 

住み慣れた地域で生活を送る上で支援が必要な障が

い者（児）に対する支援を行うため、居宅介護や重度訪問

介護、重度障害者等包括支援、行動援護、同行援護とい

った訪問系サービス及び短期入所等のニーズに合わせた

提供体制を整備します。 

また、自立生活援助のサービスを提供しやすくする仕組

みについて、事業所のニーズも踏まえつつ、利用促進を図

ります。 

なお、行動援護を行う事業所の確保や人材の育成につ

いては、事業所の指定を行う沖縄県に働きかけるなど連

携を図っていきます。また、ケースに応じて個別課題解決

に向けた取り組みを検討・対応していく中で、全体的な課

題が見えた際には自立支援協議会でも調整・検討してい

きます。 

常に見守りが必要な重度障がい児・者の家族について

は、負担も大きく、支援が求められることから、病気などで

一時的に介護ができなくなった場合や家族のレスパイト

（休息）時に短期入所を役立ててもらえるよう、周知及び

利用促進を図ります。また、生活環境の急激な変化により

不安定な状態にならないよう、不安期・困難期・回復期を

コントロールするための支援施設（短期入所）の利用とい

った柔軟な運用・場の確保が求められていることから、浦

添市障がい者自立支援協議会において、解決方策の具体

的な議論を行っていくものとします。 

障がい福祉課 

 

23）日中活動系サ

ービスの提供 

★ 

多様な日中活動の場の充実を図るため、障害福祉サー

ビス事業所との連携のもと、生活介護や療養介護、自立

訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援とい

った日中活動系サービスについて、適切なサービスの提

供を図ります。 

就労定着支援の充実に向け、企業との顔合わせ機会の

創出を図っていくとともに、自立支援協議会の就労支援

部会の場を通し、企業と福祉関係事業所とのネットワーク

づくりを促進します。 

・自立支援協議会の就労支援部会を中心として、企業と

福祉がつながる場として関係機関と連携し、企業や就

労支援事業所の「見学ツアー」を実施します。 

障がい福祉課 
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24）居住系サービ

スの提供 ★ 

居住支援を必要とする障がい者への支援として、浦添

市障がい者自立支援協議会等で市内のニーズを確認し

ながら、引き続き共同生活援助（グループホーム）等のサ

ービス拡充に努めます。 

通所によって介護等を受けることが困難な障がい者に

対し、安心できる生活を確保するため、施設入所支援によ

り、居住の場の提供を図ります。 

共同生活援助について、サービスの質や量の充足状況

等について把握していくため、チェック体制・実態把握の

方策を強化します。 

障がい福祉課 

 

25）補装具の給付 日常生活の能率向上を図るため、補装具の購入や修理

にかかる費用の支給を行います。 

制度内容について市の広報誌や市ホームページ等を活

用し、わかりやすく制度の周知を図ります。 

障がい福祉課 

 

26）共生型サービ

スの導入促進 

地域の社会資源として分野や対象を問わず利用できる

形として、障がいのある方が６５歳以上になっても使い慣

れた事業所においてサービスが利用できるよう、介護サー

ビス、障がい福祉サービス事業所が互いの制度の指定を

受けて共生型のサービスを提供しやすくする仕組みにつ

いて事業所のニーズも踏まえつつ、県と連携しながら周

知・研究を進めます。 

また、障害福祉サービスの提供事業所での適切な介護

サービスの提供や介護保険サービス提供事業者が障が

い特性の理解に努め、積極的に受け入れ対応できるよう、

事業者の支援を検討します。 

障がい福祉課 

（いきいき高齢

支援課） 

27）サービス事業

所 の 人 材 確

保・育成・定着

に向けた支援 

サービス事業所の人材確保・育成・定着支援に向けた

取り組みを推進します。 

・市及び沖縄労働局間で締結した「浦添市雇用対策協

定」に基づき、関係部署が連携し、サービス事業所と

福祉等人材のマッチングの機会確保の推進 

・従事者のスキル向上やキャリアアップのための研修等

の実施を促進 

・福祉人材の確保等に向けて各種イベントやインターン

シップ等を活用し、福祉の仕事や魅力の情報発信の

推進 

・事業所や県等の関係機関と連携し、働きやすい職場

環境づくりに向けた研修等の実施の促進 

産業振興課 

障がい福祉課 

浦添市育英会が行っている保育士・社会福祉士・介護

福祉士資格取得のための奨学金制度の周知を図り、専門

性を持った人材の育成・確保に努めます。 

障がい福祉課 

教育総務課 
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②地域生活支援事業関連のサービスの充実 

再掲）意思疎通支

援事業の充

実 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、

発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のた

め、意思疎通に支障がある障がい者等との意思疎通の支

援を推進します。 

・手話通訳者の設置を継続するとともに、手話通訳者の

派遣の充実 

・意思疎通支援事業（手話通訳者派遣事業等）について

市の広報誌や市ホームページ等を活用し、わかりやす

く制度を周知 

・市役所窓口においてコミュニケーションボードの活用

を図るなど、障害特性に応じた柔軟な意思疎通支援の

実施 

・市主催の行事やイベント等に際しては、手話通訳者や

要約筆記者の派遣に努めていくものとし、行事等を所

管する担当セクションと連携した取り組みの実施 

障がい福祉課 

 

28）日常生活用具

の給付 

重度の障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常

生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図りま

す。 

給付対象用具の耐用年数や新たな日常生活用具への

対応についても、ニーズとのバランスを見ながら検討実施

に努めます。 

難病患者についても日常生活用具の給付対象となって

いることから、周知を図り支援します。 

障がい福祉課 

 

29）重度身体障害

者紙おむつ支

給事業の実施 

常時紙おむつを使用している在宅の重度身体障がい者

（児）の日常生活の経済的負担の軽減を目的とし、紙おむ

つの購入にかかる費用の支給を行います。制度の内容に

ついて、市の広報誌や市ホームページ等を活用し、わかり

やすく制度の周知を図ります。 

障がい福祉課 

30）移動支援事業

（ガイドヘルパ

ーの派遣）の

充実 

外出時に支援が必要な障がい者等に対し、ガイドヘル

パーの派遣を行い、社会生活上不可欠な外出、余暇活動

及び通所・通学等の社会参加のための移動支援を行いま

す。 

障がい福祉課 

31）リフト付きバス

運行事業の充

実 

常時車いすを利用している方や重度の肢体不自由の

方などが、病院への移動や余暇活動及び通所・通学等の

社会参加のため、リフト付きバスを運行し、移動支援を行

います。 

障がい福祉課 

 

  



37 

32）地域活動支援

センターの充

実 

障がい者に、創作的活動または生産活動の機会の提供

や、社会との交流を促進し、障がい者の地域生活支援の

充実を図る「地域活動支援センター」の活動を支援しま

す。 

新規利用者の開拓に向けた取り組みをはじめ、利用者

のニーズに合わせた取り組みを支援していくなど、地域活

動支援センターの機能を充実強化し、障がい者等の地域

生活支援の促進を図ります。 

障がい福祉課 

 

33）日中一時支援

事業の推進 

障がい児・者の日中における活動の場を確保するととも

に、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者を日常的

に介護している家族の負担を軽減するため、日中一時支

援事業の実施を進めます。実施に際しては、事業の実態

の把握に努めるとともに課題を検証し、取り組みを推進し

ていきます。 

医療的ケアを必要とする障がい児の受け入れ先が不足

していることから、医療的ケア児に係る関係機関等による

自立支援協議会及び医療的ケア児等支援会議で検討し

ていきます。なお、日中一時支援事業所までの移動支援

については、必要に応じて移動支援事業の活用も可能な

ことから、その周知に努めます。 

障がい福祉課 

 

再掲）その他の地

域生活支援

事業の実施 

情報支援及びコミュニケーション支援に係る人材の養

成・研修など、社会参加促進事業等のサービスについて、

引き続き実施します。 

・手話奉仕員や音訳ボランティア等ボランティア人材の

養成 

・サークル等の関係団体との連携による手話通訳者や

要約筆記者となる人材育成（ステップアップ講座の充

実や、実践の場への参画促進） 

障がい福祉課 

 

③『地域生活支援拠点等』の機能の充実 

34）『地域生活支

援拠点等』の

機能の強化 

★ 

障がい者等の地域での暮らしを担保し、自立を希望す

る方への支援を進めるため、「相談」「緊急時の受入れ・対

応」「体験の機会・場の提供」「専門的人材の確保・養成」

「地域の体制づくり」を行う『地域生活支援拠点等』につい

て、機能の強化を図ります。 

・「緊急時の受入れ・対応」を円滑なものとしていくた

め、利用者の事前登録を行い、利用者の状態及び必

要なサポートについて、受け入れる事業所で把握して

おくことができる仕組みづくりに努めるとともに、空床

障がい福祉課 
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時の補填のあり方について検討を行います。 

・生活環境の急激な変化により不安定な状態にならな

いよう、不安期・困難期・回復期をコントロールするた

めの支援施設（短期入所）の利用といった柔軟な運

用・場の確保に向けて、浦添市障がい者自立支援協議

会において、解決方策の具体的な議論を行っていくも

のとします。 

・その他「地域生活支援拠点等」に求められる５つの機

能の充実に向けて、自立支援協議会をはじめ、関係機

関と連携して取り組みます。 

・協力してもらう支援機関の開拓をはじめ、定期的な協

議の場について、自立支援協議会にて設置を検討しま

す。 

④その他の福祉サービス等の充実 

35）重度の障がい

者（児）に対す

る支援の実施 

障害のため必要となる精神的、物理的な特別の負担の

軽減の一助として、重度障がい者に支給される特別障害

者手当及び重度の障がい児に支給される障害児福祉手

当の周知を図ります。 

障がい福祉課 

36）重度障がい者

（児）を介護す

る者に対する

支援の実施 

重度障がい者を介護する者に対し、在宅介護手当を支

給することにより経済的及び精神的負担の軽減を図りま

す。市の広報誌や市ホームページ等を活用し、わかりやす

く制度の周知を図ります。 

障がい福祉課 

37）障がい児を養

育する家庭へ

の支援の実施 

障がい児を養育する家庭に対し、関係機関との連携の

もと、特別児童扶養手当の周知を図り、手当の給付による

児童福祉の増進に努めます。 

こども家庭課 

38）強度行動障が

いを有する者

への支援体制

の整備 

強度行動障がいを有する者への支援を図るため、支援

ニーズの把握に努め、自立支援協議会など関係機関と連

携した支援体制の整備に取り組みます。 

障がい福祉課 
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（４）福祉人材の確保、育成                                        

福祉人材の不足が社会問題化している中、福祉サービスに対する需要の増大・多様化による質

の高い福祉サービスの提供が求められることから、相談支援事業者の核となる福祉人材の確保・

育成に努めます。 

取り組み名 内容 主管課 

39）相談支援事業

従事者の処遇

改善・環境整

備 

相談支援事業を提供する事業者に対し、サービス従事

者の処遇改善や職場環境の改善などに努め、事業者の人

材の確保を支援します。 

障がい福祉課 

 

40）指定特定相談

支援事業者へ

の障害に関す

る研修の実施 

指定特定相談支援事業者の障害に対する知識や対応

技術の向上を図るための研修を実施し、様々な障害の方

も安心してサービスを利用できるよう努めます。 

障がい福祉課 

 

 

 

基本方針３：サービスが安心して利用できるよう権利が守られる！ 

浦添市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、適切な利用の促進に向けた取り組みを推

進するとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じた、障がい者虐待の防止及び養護者に

対する支援に取り組みます。 

加えて、障がいのある方が適切な配慮が受けられるよう、行政機関の職員等における障がい

のある方への理解促進や行政サービス等における配慮の充実に努めます。 

 

 

（１）権利擁護の仕組みの充実                                        

成年後見制度の利用促進に向けた取り組みをはじめ、虐待防止などの権利擁護に関する取り組

みを推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①成年後見制度の普及 

４1）成年後見制度

利用支援事業

等の利用促進

★ 

浦添市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、利

用促進に向けた制度の周知をはじめ、支援体制の構築な

どの取り組みを推進します。 

・市のホームページや広報誌などの媒体を活用し、成年

後見制度や浦添市成年後見制度利用支援事業の周

知 

・当事者や家族向けの講座や講演会の開催 

・広報機能、相談機能、権利擁護支援の地域連携ネット

ワークの中核となる機関（中核機関）及び協議会の設

置・運営 

障がい福祉課 

いきいき高齢

支援課 
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・「成年後見制度法人後見支援事業」の実施に向け、実

施事例の調査研究や関係機関等との連携・調整を図

るなど、検討の推進 

②日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の普及促進 

42）制度利用・充

実に向けた支

援 ★ 

日常生活自立支援事業について、普及促進を図るた

め、広報誌等を活用し、制度内容及び生活支援員の活動

内容や意義に関する周知を図ります。 

社会福祉協議会との連携により、日常生活自立支援事

業の推進に向けて専門員や生活支援員の確保を進めるな

ど、支援体制の充実を図ります。 

障がい福祉課 

いきいき高齢

支援課 

③障がい者への虐待の防止と適切な対応の実施 

43）障がい者（児）

への虐待防止

に向けた意識

啓発 

障がい者（児）への虐待の防止やその早期発見のため、

市の広報誌等により、市民に対し「障害者虐待の防止、障

害者（児）の養護者に対する支援等に関する法律」の効果

的な啓発実施に努めます。 

関係機関に対し、浦添市障がい者自立支援協議会と連

携して虐待防止に向けた研修等の開催及び参加の充実を

図ります。 

障がい福祉課 

 

44）虐待防止に向

けた相談・支

援体制の確立 

★ 

浦添市障害者虐待防止センターにおいて、障がい者虐

待防止に向けた取り組みの推進及び関係機関（福祉施

設、医療機関、幼稚園、学校、親の会）との連携強化を図

るとともに、市民に対し、相談・支援窓口である浦添市障

害者虐待防止センターの周知を図ります。 

障がい福祉課 
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基本方針４：安心して暮らせる住宅が確保しやすくなる！ 

障がいのある人が住みたい地域や住み慣れた地域で暮らしていくためには、住まいの確保は

重要な要素となります。 

このことから、居住支援に関する取り組みの充実をはじめ、住み慣れた自宅で過ごすことがで

きるよう、住宅改修等の促進に取り組むなど、多様な住まいの確保に向けた取り組みを推進しま

す。 

 

 

（１）居住支援に関する取り組みの充実                                    

居住に関する相談支援をはじめ、居住サポート事業・宿泊体験事業、市営住宅等での優遇措置

などの取り組みなど住まいの確保に向けた取り組みの充実を図ります。 

取り組み名 内容 主管課 

①住まいに関する支援の推進 

４5）居住サポート

事業・宿泊体

験事業の推進 

★ 

沖縄県居住支援協議会等の動向を踏まえ、障がい者の

地域生活における住まいを円滑に確保できるよう、居住サ

ポート事業（借家さがし・家賃債務保証・賃貸契約サポー

ト・居住継続支援）の推進と、事業の周知を図ります。 

併せて、地域や家主等の懸念の解消を図るなど、理解

促進に努めるとともに、ウイークリー・マンスリー方式の活

用等についても利用者と供給側のニーズを踏まえ、浦添

市自立支援協議会との連携のもと、検討を行います。 

将来的な自立生活を目指している障がい者に対し、一

人暮らしの不安解消と自立生活の練習を行う宿泊体験事

業について、周知及び利用促進を図ります。また、複数名

利用を可とすることも含め、宿泊体験事業の利用促進に

向けた方策の検討を行います。 

障がい福祉課 

 

４6）居住相談支援

の充実 

居住相談等に取り組む各種団体や事業所等の情報を

集め、それら相談窓口の利用を促進します。 

また、障がい者が一般の住宅での暮らしが可能になる

よう、居住支援協議会の設置を検討します。 

建築営繕課 

（障がい福祉

課） 

②市営住宅等を活用した住まいの確保 

４7）募集時の障が

い者優遇措置

の実施 

住宅確保が困難な障がい者等に対して市営住宅への

入居が容易になるよう、募集時の優遇措置を進めます。 

建築営繕課 
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48）市営住宅・県

営住宅建替え

時におけるグ

ループホーム

の確保に向け

た協議 

市営住宅等長寿命化計画において建替えの方針となっ

た安波茶市営住宅、前田市営住宅の建替え計画の際には

生活支援施設の配置検討を行います。 

建築営繕課 

 

県営住宅の建替えに際し、併設施設に関する照会があ

った場合には、障がい者グループホームの確保を要請し

ていきます。 

障がい福祉課 

 

 

 

（２）住宅改修の促進                                             

住み慣れた自宅で過ごすことができるよう、住宅改修等の支援を実施します。 

取り組み名 内容 主管課 

①適切な住宅改修等の支援 

４9）住宅改造費助

成事業の普及

等 

障がい者の住宅改修に対する経済的負担の軽減を図

るため、住宅改造費助成事業の普及や利用促進に努めま

す。 

新たな住宅セーフティネット制度に関する各種取り組み

の普及・利用促進を図ります。 

障がい福祉課 

（建築営繕課） 
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基本目標２：子ども期からの一貫した支援の推進 

 

基本方針１：早期から適切で一貫した支援が受けられる！ 

発達の遅れや偏りのある子どもたちへの支援は、できるだけ早い時期から始め、大人として社

会参加をする時まで、生涯にわたる支援が一貫性と継続性をもって総合的に行われることが重

要となります。 

このことから、早期から、健やかな成育を継続して支援するため、関係機関との連携のもと「発

達の遅れなどの早期発見と成長支援」に努めます。 

 

 

（１）発達の遅れなどの早期発見と成育支援の体制の確立                      

早期からの支援体制の確立を図るため、母子保健の充実をはじめ、成育支援をめざすネットワ

ークづくり、集団生活への適応支援を実施します。 

取り組み名 内容 主管課 

①母子保健の充実 

50）窓口での情報

提供 

保健師や助産師等による親子健康手帳の交付を行い、

不安を抱えている妊婦等への情報提供などの支援・充実

を図ります。 

こども家庭課 

51）乳幼児健康診

査の体制の充

実 ★ 

各健康診査において身体計測をはじめ、精神・運動機

能の発達に加え、生活習慣や子育て状況を確認するな

ど、保健師や心理士等による健診時の保健指導・相談等

の充実を図ることで発達の気になる子の早期発見に努め

るとともに、乳幼児の月齢、年齢に応じた発育・発達その

他子育てに関する個々に応じた支援を行います。 

また、未受診者に対しては、ハガキによる通知をはじ

め、電話や訪問などによる受診勧奨に努めます。 

こども家庭課 

52）マタニティース

クール等への

参加促進 

育児中の不安や疑問等の解消や保護者同士の交流の

場となることをはじめ、低出生体重児出生率の減少や小

児・成人肥満の減少等を目指し、マタニティースクール等

を開催するとともに、参加促進に向けた取り組みを推進し

ます。 

・スクール内容を主に「食」とし、乳幼児の健康管理に取

り組めるよう指導の実施 

・離乳食の開始や進め方に関する講話を行い、保護者

がスムーズに離乳食に取り組めるように支援の推進 

・母子手帳アプリ「母子モ」を活用した情報提供に努め

ます。多くの市民が事業に参加できるよう本事業の周

知の推進 

こども家庭課 
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53）訪問指導やわ

んぱく相談（発

達相談）等の

推進 ★ 

健診後、継続的な支援が必要な子どもとその保護者に

対し、家庭訪問や来所・電話相談などを行います。 

低体重児や未熟児等に対して家庭訪問や育児支援を

行います。 

保健相談センターで実施している心理士等による子ど

もの発達についての相談（わんぱく相談）を利用し、必要

な支援が受けられるよう、わんぱく相談の周知に努めると

ともに、療育機関等との連携を図ります。 

１歳６か月児健診において発達の経過観察が必要な児

に対して健診事後教室（さくらんぼクラブ）の案内を行い、

発達状況の確認を通し保護者の気づきを促します。 

こども家庭課 

親子遊びを通して楽しく関わり方を学び、子どものから

だや心の育ちを促す親子通園型発達教室「そだちのひろ

ば うぐいす」について周知を行うとともに、関連機関との

連携による支援に努めます。 

障がい福祉課 

②継続した成育支援をめざすネットワークづくり 

54）関係機関との

ネットワークづ

くり 

乳幼児健診や集団生活の場を通して、保護者が子ども

の「発達の偏りや障害」に気づき、支援を受け入れるまで

の葛藤や不安を理解し、浦添市障がい福祉関連複合施設

「ピアラルうらそえ」内にある児童発達支援センターたんぽ

ぽや親子通園施設「そだちのひろば うぐいす」等を連携

することで切れ目のない家族支援に努めます。 

・支援の必要な子どもが地域で健やかに生活するため、

「発達の偏りや障害」の早期発見、療育から教育へとラ

イフステージと個々の状態に応じた適切な支援が受け

られるように、効果的なネットワークづくりに努めます。 

・発達障がい児（者）支援関係課連絡会議の実施 

・複数課に配置されている心理専門職員の情報交換が

できるよう、心理士実務者会議の開催に努めます。 

障がい福祉課 

（こども未来課 

学校教育課 

こども家庭課） 

浦添市障がい者自立支援協議会のこども支援部会に

おいて、行政内各課や関係機関との情報交換の場、問題

解決の場として連携を強化します。 

浦添市障がい福祉関連複合施設「ピアラルうらそえ」の

指定管理者との連携や、同施設利用者・関係機関等との

ネットワークの充実を図ります。 

 

障がい福祉課 
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55）医療的ケア児

等の支援体制

の充実 ★ 

医療的ケア児及びその家族の抱える課題、その対応策

について医療的ケア児に係る各分野の関係機関等による

自立支援協議会及び医療的ケア児等支援会議において、

支援体制の強化に努めます。 

・浦添市医療的ケア児コーディネーターを配置し、保健、

医療、福祉、教育、子育て等の各分野の関係機関と連

携し、医療的ケア児及びその家族の支援に努めます。 

・医療的ケア児の保育所等・学校受入において、保育所

等・学校への看護師配置を含め、受け入れ体制の充実

を図ります。 

障がい福祉課 

（こども未来課 

学校教育課 

こども家庭課） 

③集団生活等への適応支援 

56）保育所等訪問

支援の実施促

進 

利用を希望する方の申請に基づき、保育所や学校に訪

問支援員を派遣し、適切かつ効果的な支援を検討してい

く「保育所等訪問支援事業」の実施促進に向けた取り組み

を推進します。 

・「保育所等訪問支援事業」について、多様な媒体を活

用し、周知等を図ります。 

・同様の事業を実施している児童発達支援センターた

んぽぽの取り組みについて、利用希望者への周知を

図ります。 

障がい福祉課 

 

 

基本方針２：育ち、学び、社会生活の力をつける！ 

障がいのある子どもが健やかに成長し、一人ひとりの特性を踏まえ、その能力を伸ばすために

は、療育をはじめ、保育・教育の充実は、必要不可欠であります。 

このことから、療育相談・指導をはじめ、就学前の発達支援保育を必要とする児童の実態把

握・支援、療育相談支援、発達支援保育の推進などの「就学前保育・教育の充実」、障がいのある

児童生徒に最も適した教育が受けられる環境づくりを行う「学校教育等の充実」を図ります。ま

た、障がいのある幼児、児童・生徒が合理的配慮の提供を受けながら適切な指導や必要な支援

を受けられるよう、障がいの有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられる体制の整備を

図ります。 

 

 

（１）児童発達支援センターを中心とした療育体制の充実                      

早期から、障がいのある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する療育相談・指

導について、児童発達支援センターを中心とした療育体制の充実を図ります。 

取り組み名 内容 主管課 

57）児童発達支援

センターの充

実 ★ 

浦添市障がい福祉関連複合施設「ピアラルうらそえ」に

設置された児童発達支援センターたんぽぽにおいては、

児童発達支援を行うほか、施設の有する専門性を活か

障がい福祉課 
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し、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預

かる家族への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な

療育支援施設としての機能の充実を図るとともに、こども

家庭センター等の関係機関との連携を推進します。 

また、中核機関としての専門性を確保しつつ、地域の障

害児通所支援事業所に対して支援内容等への助言・援助

等（スーパーバイズ・コンサルテーション機能）を行います。 

58）療育相談・指

導の充実 

心身の発達に課題のある、あるいは発達の遅れが疑わ

れる在宅の未就学児に対し、児童発達支援等により、日常

生活における基本的動作の指導、集団生活への適応の訓

練などを行うとともに、内容充実を促進していきます。 

なお、浦添市障がい福祉関連複合施設「ピアラルうらそ

え」では、児童発達支援センターたんぽぽにおける親子通

園の形態をとった児童発達支援のほか、診断のついてい

ない発達の気になる早い段階の子が保護者と利用できる

親子通園型発達教室も実施していることから、その周知

を図り、早期からの療育相談・指導の実施を促進します。 

障がい福祉課 

 

市内在住で、教育・保育施設、幼稚園等を利用している

発達の遅れや気になる子ども、配慮の必要な保護者に対

し、専門家や相談員等による巡回指導及び巡回相談など

の強化を促進します。 

こども未来課 

 

 

（２）就学前保育・教育の充実                                        

保育所等における保育サービス充実を図るため、発達支援保育の推進をはじめ、就学等の一貫

した教育支援の充実に努め、就学前保育・教育の充実を図ります。 

取り組み名 内容 主管課 

①保育所等における保育サービスの充実 

59）発達支援保育

の推進 

保育を必要とする状態にあり、かつ発達保障の観点に

おいて、特別に配慮が必要な児童の健やかな成長を支援

するため、全ての教育・保育施設に加配保育者の配置を

図り、受け入れの拡充に努めます。 

こども未来課 

60）就学前の発達

支援保育を必

要とする児童

の実態把握・

支援充実 

教育・保育施設はもとより、私立幼稚園、認可外保育施

設、児童発達支援センターたんぽぽとの連携も深め、特別

に配慮が必要な児童の保育状態やニーズを把握します。 

幼児から学校卒業までの一貫した支援に向けて、関係

機関との情報共有や支援のための共通理解を図り、支援

の充実に努めます。 

こども未来課 

障がい福祉課 

  



47 

②就学前教育等の充実 

61）就学等の一貫

した教育支援

の充実 

就学支援にあたっては、特別に配慮が必要な児童本人

及び保護者の意向を把握し、専門家の意見を聞きなが

ら、保護者に対し教育内容などについて十分な情報提供

を行います。 

関係機関との連携のもと、本市の教育支援委員会の就

学支援の一層の充実を図ります。 

学校教育課 

こども未来課 

 

 

（３）学校教育等の充実                                            

障がいのある児童・生徒に対し、教育関係機関と連携した特別支援教育の推進体制の充実に向

けた取り組みをはじめ、放課後等デイサービス事業など放課後支援の充実に向けた取り組みを推

進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①特別支援教育の充実 

62）特別支援教育

体制の充実 

教育においては、障がいの有無にかかわらず、できる限

り同じ場でともに学ぶ「インクルーシブ教育システム」を推

進するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児・児童・

生徒に対しては、特別支援学校や市内小中学校、保育

所、幼稚園、認定こども園、特別支援教育コーディネータ

ー、巡回指導員等や保護者、関係機関と連携を強化し、特

別支援教育の推進体制の充実を図ります。 

特別支援教育コーディネーター研修会、発達障がい研

修会等を継続実施し、全ての教職員の特別な支援を必要

とする幼児児童生徒に対する理解を促進します。 

学校教育課 

63）個別の教育支

援計画、個別

の指導計画の

作成・実施 

一人ひとりのニーズに応じた支援を長期的な視点で効

果的に実施するため、保護者や福祉、医療、就労等の関

係機関との連携のもと、「個別の教育支援計画」の策定を

推進します。 

特別な支援を必要とする幼児児童生徒のニーズに応じ

た支援、指導計画に基づき、学校全体の協力体制の中で

合理的配慮を図り、きめ細かな支援、指導を行います。 

学校教育課 

64）特別支援学級

及び通級指導

教室の充実 

通常の学級担任と、特別支援学級の学級担任が児童

生徒の様子などについて常に情報交換を行い、その指導

の充実を促進します。 

通級指導教室（浦添小学校：言語通級指導教室「ことば

の教室」、内間小学校、浦添中学校：発達障がい通級指導

教室）で障害の改善を図り、学校生活に適応していくため

の援助を行います。 

学校教育課 
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65）特別支援教育

のためのヘル

パーの配置 

特別な支援を必要とする児童生徒などの安全面等を支

援するため、へルパーを配置し、さらなる資質の向上に努

めます。 

学校教育課 

66）教育内容・共

同学習・特別

支援学校等と

の交流機会の

充実 

進路指導においては、子どもたちの自己の理解と、主体

的に進路を選択する能力などを育成するため、職場見学

や職場体験学習等の職業教育を推進します。 

通常の学級と特別支援学級・特別支援学校の児童生徒

との交流や共同学習を推進し、地域との交流の機会を充

実します。 

学校教育課 

②放課後支援の充実 

６7）障害児放課後

児童育成事業

等の充実 

日中、就労などにより保護者のいない障がい児の放課

後の生活の場を提供するため、引き続き障害児放課後児

童健全育成事業（ひまわり学童クラブ）での保育内容の充

実に努めるとともに、地域の児童（学童）クラブでの障がい

児の受け入れを促進します。 

障がいのある子どもの保育について、地域の児童（学

童）クラブの支援員等に対する研修内容の充実に努めま

す。 

日中、地域の子どもたちとふれあう機会を充実するため

に、地域の子どもイベント等への参加を促進します。また、

市民や各団体の協力のもと、各児童センターや自治公民

館などで、ともに遊べる環境づくりを促進します。 

こども政策課 

６8）放課後等デイ

サービス事業

の充実 

就学している障がい児について、放課後等の居場所と

して、かつ生活能力の向上のために必要な訓練等を受け

るための場として、放課後等デイサービス事業の充実を図

ります。 

事業所が急増している中、質の確保を図るため、障が

い児に対する支援について市に相談があるときは、事業

所や保護者の支援の方法と、子ども本人の発達状態を踏

まえた意向とが一致するような対応実施等を働きかけま

す。 

放課後等デイサービス事業者の質の向上や、事業所間

の横の連携体制構築に資するよう、障がい児の放課後支

援の充実に資する団体や活動等に関する情報提供に努め

ます。 

障がい福祉

課 
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基本目標３：働き、楽しみ、参画できる環境づくりの推進 

 

基本方針１：希望する雇用・就労につける！ 

障がいのある方の雇用・就労は、自立した生活を送るための重要な要素となります。このた

め、市、就労支援事業所等の各機関が連携をとり、総合的支援を行うことが重要であることか

ら、就労支援の質の向上をはじめ、公的機関による雇用の促進など、支援体制の一層の充実を

図ります。 

 

 

（１）就労支援の拡充                                              

就労に向けた相談機能の充実をはじめ、訓練機会の充実、就労継続支援事業の推進に取り組み、

就労支援の拡充に努めます。 

取り組み名 内容 主管課 

①就労相談支援体制の充実 

69）就労に向けた

相談機能の充

実 ★ 

障害特性に応じた就業相談等が行えるよう、相談支援

事業所の活用促進を図ります。 

浦添市障がい者自立支援協議会就労支援部会におい

て、障がい者の就労支援にかかる方策等について協議を

図るとともに、就労に関する行政各課や関係機関との情報

交換、個別の就労支援の検討や事例研究を実施し、ネット

ワークづくりに努めます。 

障がい福祉課 

 

市及び沖縄労働局間で締結した「浦添市雇用対策協

定」に基づく「雇用対策協定運営協議会」により、ハローワ

ークと関係各課の協議・連携を継続するとともに、障害者

就業・生活支援センター等の外部機関との連携強化を行

うなど、市民の雇用・就労支援を図るための総合的な就労

支援を進めます。 

産業振興課 

70）就労に向けた

訓練機会の充

実 

沖縄県が実施する障がい者の態様に応じた多様な委

託訓練の周知及び就労へ結びつくことができるよう、雇用

支援関連機関との連携を図ります。また、市内の訓練の受

け入れ先（事業者）の確保につながるよう、県や浦添市障

がい者自立支援協議会就労部会との連携のもと、事業所

に対する障害者雇用及び訓練への理解促進に努めます。 

公共職業訓練校における職業能力向上のための障害

者訓練プログラムの周知及び利用促進を図ります。 

産業振興課 

事業所内や企業における作業や実習などを行い、適性

にあった職場への就労を支援する就労移行支援事業の充

実促進に努めます。 

障がい福祉課 
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雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般

就労に必要な知識及び能力を習得するための支援を行い

ます。（就労継続支援事業：Ａ型） 

一般就労等の雇用に結びつかなかった方や一定年齢に

達している方、就労継続支援事業の雇用型の利用が難し

い方に対し、就労や生産活動の機会の場の提供を行うと

ともに、一般就労に必要な知識、能力を習得するための支

援を行います。（就労継続支援事業：Ｂ型） 

一般就労に移行した方からの相談を通じ、課題把握や

解決に向けた支援を行う就労定着支援事業の利用促進

に努めます。 

浦添市障がい者自立支援協議会の部会等といった

様々な機会を通し、就労支援に関する事業の適正な運営

とサービスの質の向上を働きかけていきます。 

就労移行支援や、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着

支援について、若年性認知症患者も利用できることが充

分に認知されていない状況も見受けられることから、市ホ

ームページ等でも文言等を掲載することで、当事者を含

む市民や事業所に対し、これらのサービスを若年性認知

症患者も利用できることを周知していきます。 

71）身体障害者用

自動車改造費

助成の実施 

身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、

自動車の改造に要する経費の一部を助成します。市の広

報誌や市ホームページ等を活用し、わかりやすく制度の周

知を図ります。 

障がい福祉課 

72）障害者自動車

運転免許取得

費助成の実施 

障害者手帳の交付を受けた者に対して就労及び社会

参加を促進することを目的とし、自動車運転免許取得費

の一部を助成します。市の広報誌や市ホームページ等を

活用し、わかりやすく制度の周知を図ります。 

障がい福祉課 

 

（２）働く場の確保                                                

働く場の確保として、公的機関における雇用の促進や一般就労支援などによる働く場の開拓に

取り組みます。 

取り組み名 内容 主管課 

①働く場の開拓 

７3）公的機関にお

ける雇用の促

進 

法定雇用率の水準を維持しながら、継続的な障がい者

雇用の促進に努めるとともに、知的障がい者や精神障が

い者の受け入れについても、採用枠の設定方法等、近隣

自治体や先進事例の調査・研究、好事例の反映に向けた

調整に努めるなど、雇用の可能性について積極的に検討

を行います。 

職員課 
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浦添市障害者活躍推進計画（令和２年４月）で位置づけ

た部局ごとの採用目標（市長部局及び教育委員会におい

ては、法定雇用率以上）に基づき、障がい者雇用を進めま

す。 

市長部局 

教育委員会 

議会事務局 

消防本部 

上下水道部局 

７4）一般就労への

支援 ★ 

障がい者の就労支援に向けた取り組みを強化します。 障がい福祉課 

一般企業に対し、障害者雇用促進法に基づく障害者雇

用率制度について、各種情報媒体を用いて周知を図ると

ともに、障害を理由とする差別禁止の啓発及び待遇向上

に向けた理解促進を図ります。また、市内の企業や公的機

関等での障がい者雇用の好事例の収集・発信を行ってい

くなど、障がい者雇用への理解促進に努めます。 

「浦添市雇用対策協定」に基づく「雇用対策協定運営協

議会」をはじめ、商工会議所やハローワーク、特別支援学

校、障害者就業･生活支援センター等の関係機関と連携

し、事業所への障がい者雇用の要請活動を行い雇用の促

進に努めます。さらに、より効果的な要請活動のあり方に

ついて検討を行います。 

職場で働くことが難しい障がい者の就業機会を確保す

るため、多様な働き方の取り組みとして「テレワーク（在宅

勤務）」を推進し、障がい者が働きやすい環境整備に努め

ます。さらに、近年急速に社会に浸透したテレワークが障

がい者雇用につながった事例等の収集・発信に努めます。 

トライアル雇用制度、職場適応援助者（ジョブコーチ）制

度、職親制度、障害者雇用納付金制度等、障がい者の雇

用に関する事業所への支援策の周知を図り、活用促進に

努めます。 

また、障がい者の就労定着を支援する効果的な方策を

検討するため、浦添市障がい者自立支援協議会を中心に

他の自治体が行っている雇用前・雇用後の一貫した支援

やジョブサポーター制度の調査・研究を行い、実施に向け

た検討を行います。 

一般就労の充実に向けて、浦添市障がい者自立支援協

議会就労部会などの場を通し、障がい者雇用の当事者

（求職者、企業、事業所）と関係部署等との意見交換の機

会を設けます。 

産業振興課 

障がい福祉課 

７5）雇用機会の拡

大に向けた支

援 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進等に関する法律」に基づき、障害者就労施設等から

の物品及び役務の調達の推進を図るための方針を策定

障がい福祉課 
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し、障がい者の雇用機会の拡大に取り組みます。さらに、

障害者就労施設等の事業内容などについて、市内の企業

などに向けて情報発信に努めます。 

 

（３）家族介護者の仕事と家庭の両立支援                                

家族介護者が、仕事や家庭あるいは育児の両立ができるよう、家族介護者のワークライフバラン

スの支援を行います。 

取り組み名 内容 主管課 

①家族介護者のワーク・ライフ・バランスの支援 

７6）仕事と介護・育

児の両立に向

けた多様な働

き方の普及啓

発 

市民や事業所等に対して、ワーク・ライフ・バランスの考

え方やフレックスタイム制度、テレワーク、短時間正社員制

度など仕事と介護・育児が両立できる多様な働き方の普

及啓発を行います。 

産業振興課 

市民協働・男

女共同参画課 

７7）仕事と介護・育

児の両立に向

けた相談窓口

の周知 

就労と介護や子育て等の両立を支援するため、沖縄労

働局などの相談窓口を周知します。 

産業振興課 

市民協働・男

女共同参画課 
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基本方針２：地域活動等に参加しやすくなる！ 

地域で暮らしていく上で、障がいのある人が、支援を受ける側というものではなく、障がいのな

い人との関わりを持つことによって障がいや障がいのある人への理解を深めるとともに、自身が

できることについては地域の担い手として活動し社会参加を促進できるよう、地域活動等への参

加促進するよう支援を行います。 

 

 

（１）地域活動・社会貢献活動への参加促進                               

障がいのある人が、できる範囲で地域活動や社会貢献活動へ参加し、交流する中で地域で活躍

する担い手となれるよう、地域活動・社会貢献活動への参加促進への取り組みを推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①地域活動・社会貢献活動への参加促進 

７8）地域活動への

参加促進 

自治会や民生委員・児童委員等と連携し、地域の祭り

や清掃活動等の地域活動への障がいのある方の参加促

進に努めます。 

福祉総務課 

 

地域活動支援センター、作業所等が行う地域交流活動

への支援を行います。 

障がい福祉課 

精神障害のために、自宅以外での生活の場が長期にわ

たって失われている状態の方に対し、出会いとコミュニケ

ーションの機会を提供すること（なかまクラブの開催）を通

して社会参加への関心を育み、こころの健康づくり及び精

神保健の向上を図ります。 

健康づくり課 

７9）社会貢献活動

への参加促進 

障がい者は支援の受け手ではなく、担い手として活躍

する意識づくりを促進し、さらにピアサポート活動への参

加を促進します。 

ボランティア月間の推進等により、多くの市民がボラン

ティア活動に参加しやすい環境づくりに努めます。 

障がい福祉課 

福祉総務課 
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基本方針３：趣味やスポーツ等が楽しめる！ 

障がいのある人が生きがいのある生活を送るには、障がいのない人との関わりを持つことによ

って障がいや障がいのある人への理解と認識を深めるためにも、気軽に参加できるスポーツ・文

化活動の推進を図るとともに、余暇活動への支援を行い地域で生活する上での生きがいにつな

げられるよう、支援を実施します。 

 

 

（１）学習・スポーツ・文化活動・余暇活動の充実                            

学習・スポーツ・文化活動・余暇活動に関する活動や学びの機会の充実をはじめ、スポーツ・文

化活動への支援を実施し、障がいのある人が生きがいをもって暮らせる環境づくりに取り組みます。 

取り組み名 内容 主管課 

①活動機会や拠点の充実 

80）活動機会や拠

点の充実 

障がい者と一般市民が共にスポーツに親しんだりでき

るよう、環境づくりに取り組みます。 

文化スポーツ

振興課 

障がい者と一般市民が共に学んだりできるよう、まちづ

くり生涯学習環境づくりに取り組みます。 

市民協働・男

女共同参画課 

社会教育推進

課 

障がい者の教養、文化及び体育の向上を図る拠点とな

るサン・アビリティーズうらそえについての周知と充実に取

り組み、利用促進に努めます。 

障がい福祉課 

 

②生涯学習の充実 

81）学習内容の充

実 

障害の特性に配慮し、市民大学や出前講座、各種講座

への障がい者の参加促進に努めます。 

市民協働･男

女共同参画課 

社会教育推進

課（中央公民

館） 

各特別支援学校で開催されている青年教室活動の支

援に努めます。 

こども青少年

課 

再掲）図書館サー

ビスの充実 

視覚や聴覚などに障がいのある人が、必要な情報を得

たり、読書ができる環境づくりに向けて、図書館サービス

の充実に努めます。 

・点字図書の充実 

・録音図書の計画的な収蔵及び音訳グループからの

「声の広報」ＣＤ寄贈受け入れによる収蔵の強化 

・宅配サービスなどの利用できるサービス、資料の周知

及び啓発の実施 

社会教育推進

課（図書館） 
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③スポーツ・レクリエーション・文化活動等の充実 

82）スポーツ・レク

リエーション活

動の充実 

利用者のニーズ、障害の程度に応じた教室を開催しま

す。また、サン・アビリティーズうらそえ等で行われている

スポーツ・レクリエーション教室の情報提供を行い、幅広

いスポーツ・レクリエーションへの参加を促進します。ま

た、障がい者スポーツの更なる振興を図るため、当事者ニ

ーズ等を踏まえながら新規スポーツ種目の実施も検討し

ます。 

沖縄県身体障害者スポーツ大会への派遣支援や全国

障害者スポーツ大会への県代表選手の推薦等を行うとと

もに、車いすサッカーや水泳大会等、障がい者も参加でき

るスポーツ大会の開催に努めます。 

障がい福祉課 

健常者も一緒になって楽しめるよう、障がい者スポーツ

の普及を図るとともに、障がいのある方のスポーツ団体に

対して、支援ニーズの把握に努めその活動への支援を検

討します。 

障がい福祉課 

文化スポーツ

振興課 

83）文化活動の支

援 

広く市民が文化芸術に親しめる機会や情報の提供を行

うとともに、引き続き、障がい者が気兼ねなく文化活動に

参加できるよう、活動場所の確保等、環境づくりを進める

とともに、活動している団体と連携した取り組みや支援を

検討します。 

障がい者の文化活動の発表、展示会等を開催し、障が

い者の創作意欲や交流機会の拡充を図ります。 

特別支援学校や特別支援学級、障がい者施設等への

美術館学芸員等による出前講座、授業を検討します。 

「浦添市文化芸術振興事業長期計画」に基づき、芸術・

芸能・音楽などのあらゆる分野で浦添市らしい特色ある

事業を展開していく中で、健常者も障がい者も分け隔て

なく事業を展開し、文化芸術活動への障がい者の参加促

進を図ります。 

障がい福祉課 

文化スポーツ

振興課 

社会教育推進

課（中央公民

館） 

文化財課（美

術館） 

84）余暇活動の支

援の検討 

障がいのある人が住み慣れた地域で自分らしく、生き

がいをもって生活するために、余暇は大切なものであるこ

とから、市内で余暇活動に取り組んでいるサークルや団体

等へ支援の検討に向けた取り組みを実施します。 

・市内で余暇活動に取り組んでいるサークルや団体の

把握 

・活動している団体の市の広報誌やホームページ等で

の情報提供をはじめ、活動の場の利便性の向上など、

余暇活動への支援の方向性について検討 

障がい福祉課 

文化スポーツ

振興課 

社会教育推進

課（中央公民

館） 
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基本目標４：互いに支えあえる地域づくりの推進 

 

基本方針１：障害への理解が深まる！ 

市民等が障がいのある方や障害への理解を深めるため、関係機関、障がい者団体などの様々

な主体との連携を図りつつ、「障害者差別解消法」「沖縄県共生社会条例」などの周知を図るとと

もに、地域、学校、職場などにおける啓発・広報活動、講座の開催などの学習機会の提供に努め

ます。 

また、外見からわかりにくいことから、より一層の理解が必要な内部障がい、知的障がい、精神

障がい、発達障がい、難病、盲ろう等については、その障がい特性や必要な配慮等に関する理解

の促進に努めます。 

 

 

（１）障害への理解を深める広報・啓発活動の充実                           

市民等に対し、障がいのある人及び障害への理解を深めるための広報をはじめ、イベントや行事

等を活用した啓発活動を推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①広報活動の充実 

85）市民理解に向

けた市広報誌

等の充実 ★ 

市民に向けて、障害の理解を促す記事をはじめ、障が

いの特性や必要な配慮などに関して市の広報誌やホーム

ページ等で効果的かつ継続的に紹介していきます。 

また、身体・知的・精神障害をはじめ、難病、発達障害、

高次脳機能障害、盲ろう、内部障害等について正しく理解

していくことができるよう情報提供を推進します。 

障がい福祉課 

 

②啓発事業の充実 

86）イベントや行事

を活用した啓

発活動の充実 

★ 

てだこまつりや市民イベントへの障がい者団体等の参

加を促進します。 

市民生活課等 

発達障がいや障がいのある方の特性や合理的配慮等

について、市民等が理解を深めていくことができるよう、４

月の発達障がい啓発週間及び９月の障害者雇用支援月

間、１２月の障害者週間において、障害福祉サービス事業

所、障がい者団体の展示会等のイベントを実施し、市民へ

の啓発を図ります。 

障がい福祉課 

（産業振興課） 

87）地域精神保健

講演会の充実 

★ 

地域で心の病気や障害に対する理解を深めてもらうた

めに、地域精神保健講演会を実施します。 

健康づくり課 
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88）沖縄県共生社

会条例等の普

及 ★ 

障がいのある人もない人も等しく地域社会の一員とし

てあらゆる分野に参画できる共生社会の実現をめざすた

め、「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社

会づくり条例（共生社会条例）」の周知を図ります。併せ

て、「障害者差別解消法」の周知を図るなど、差別の解消

に向けた取り組みを推進します。 

基幹相談支援センターてだこの森及び一般相談支援事

業所において、障害を理由とする差別等に関する相談に

対応します。 

共生社会条例等の周知に向け、地域生活支援事業の

中の「理解促進研修・啓発事業」により、各種啓発イベント

等の実施を図ります。また、そうした中で障がい者をサポ

ートしていくことについて、意識の醸成を図ります。 

障がい福祉課 

 

89）浦添市手話言

語等条例の推

進・普及 ★ 

手話言語等コミュニケーション手段の理解及び利用促

進を図り、合理的配慮や環境整備を図るために制定され

た「浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進

に関する条例」について、当事者をはじめ、広く市民に周

知します。また、毎月第３水曜日の手話言語等コミュニケ

ーション手段推進の日を活用し、各種啓発イベント等の実

施を図り、市民の手話言語等コミュニケーション手段に対

する関心及び理解を深めるよう努めます。 

障がい福祉課 

 

90）子どもの発達

講演会の充実 

乳幼児をもつ保護者を対象に、子どもの発達過程と発

達を促す関わりについて理解を深めてもらうため、発達専

門医等による子どもの発達講演会を実施します。 

こども家庭課 

 

 

（２）障害への理解を深める学習機会の充実                               

学校での福祉教育をはじめ、地域への福祉学習を推進し、障害への理解を深める取り組みを推

進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①福祉教育・福祉学習の推進 

91）各学校の特色

に応じた福祉

教育の推進 

道徳の時間やその他の教育活動を通して、「共生」して

いくことの大切さについて学んでいくなど、各学校の特色

を生かして多様な福祉教育を学校や社会福祉協議会、地

域、保健医療福祉関係機関との連携を図りながら推進し

ます。 

学校教育課 

92）学習機会の充

実 

障害に関する理解を深め、共生のまちづくりを進めてい

くことができるよう、出前講座、各種講座等を通し学習機

会の充実を図ります。 

市民協働・男

女共同参画課 

社会教育推進
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課（中央公民

館） 

障がい福祉課 

93）企業への啓発

等の推進 ★ 

企業での障害に対する理解を深め、障がい者の就労や

地域での生活支援等が図られるよう、浦添市障がい者自

立支援協議会との連携のもと、企業への啓発活動を進め

ます。 

障がい福祉課 

 

障がい者雇用に対する理解促進を図るため、市ホーム

ページを活用した情報発信を行います。 

産業振興課 

 

 

基本方針２：公共施設等が利用しやすくなる！ 

障がいのある人が、地域で安全で、安心して暮らしていくことができるよう、生活環境の実現を

図るため、公共施設などのバリアフリー化を進めるとともに、全ての人にやさしく使いやすいユニ

バーサルデザインの考え方も含めた、福祉のまちづくりの取り組みを推進します。 

 

 

（１）人にやさしい福祉のまちづくりの推進                                

福祉のまちづくり条例等に関して、各種施設等の整備における周知をはじめ、指導・助言などを

推進し、人にやさしい福祉のまちづくりを推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①バリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進 

94）福祉のまちづく

り条例等への

適切な対応 

   ★ 

「浦添市福祉のまちづくり条例」をはじめ、「沖縄県福祉

のまちづくり条例」や「沖縄県ユニバーサルデザイン推進

指針」、国の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（バリアフリー新法）」等に基づいた各種施設

整備の指導及び助言、周知を図ります。 

建築指導課 

障がい福祉課 

 

モノレール駅周辺のまちづくりにおいて、移動の円滑化

に向けた基盤整備のあり方について関連セクションと検討

を図ります。 

都市計画課 

障がい福祉課 

95）都市計画マス

タープランに基

づく「福祉のま

ちづくりに関す

る方針」の推

進 

第五次浦添市総合計画の目標像のひとつである「とも

に支えあう健康福祉都市」の実現に向けて、全ての人々が

利用しやすい施設の整備、誰もが自由に利用できる公共

交通網の整備等を推進します。 

都市計画課 
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②福祉のまちづくりに関する広報・啓発 

96）市民や事業者

等との連携に

よる情報発信 

市民、通り会や事業者等の協力を得ながら、歩道上の

迷惑駐車（点字ブロック上の駐車、車いすの通行を妨げる

駐車等）防止に努めます。 

市民生活課 

身障者等用駐車場の適正利用を進めるため、障害、病

気・怪我、妊娠等で移動に配慮を要する状況にある方へ

利用認定証を交付する取り組み（ちゅらパーキング利用証

制度）の周知及び適正利用の促進に努めます。 

障がい福祉課 

 

 
 

基本方針３：緊急時でも落ち着いて対応できるようになる！ 

障がいのある人が地域で安心して生活を送るために、消費者保護対策をはじめ、防犯対策に

努めます。 

また、災害時において障がいのある人やその家族が適切に避難し、必要な支援が受けられる

よう、要配慮者避難支援の充実を図るとともに、障がい特性に配慮した適切な情報提供や避難

支援、福祉避難所を含む避難所の確保に取り組みます。 

くわえて、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症流行に適切に対処するため、市

民や支援事業所への情報提供をはじめ、県や保健所、医療関係機関と連携した支援体制の整

備に努めます。 

 

 

（１）防犯・災害時対策等の充実                                       

悪徳商法などの消費者保護対策などの防犯に関する取り組みをはじめ、災害時における避難支

援や福祉避難所指定などの支援体制を確立し、地域や関係機関との連携による取り組みを推進し

ます。 

取り組み名 内容 主管課 

①防犯対策の充実 

97）情報提供の充

実 

障がい者が悪徳商法などの犯罪から被害にあわないよ

う、市の広報誌や市ホームページ等での情報提供を行い

ます。警察や地域住民等との連携により、犯罪防止に努め

ます。 

市民生活課 

②災害時等対策の充実 

98）災害時の要支

援者支援体制

の充実 ★ 

災害発生時に障がい者が安全に避難し必要な支援が

受けられるよう、「避難行動要支援者避難支援計画」に基

づき、協力関係機関や福祉事業所と連携し、支援体制の

充実を図ります。「個別避難計画」の作成を通して、要支

援者一人ひとりに合わせた支援方法の検討を図り、個別

避難計画の作成推進に努めます。 

福祉総務課 

防災危機管理

課 

  



60 

99）市民の防災意

識の高揚・環

境整備等の促

進 ★ 

いざというときの備えや災害時の危険箇所、避難場所、

福祉避難所、災害時の行動についての周知活動を充実し

ます。 

防災危機管理

課（こども未来

部・福祉健康

部） 

災害時に福祉避難所が十分に機能するよう、関係団体

からのニーズの吸い上げ等も行いつつ、バリアフリーチェ

ックやソフト面の対応について実情を確認していくなど体

制・環境整備を進めます。 

こども未来部・

福 祉 健 康 部

（防災危機管

理課） 

災害時における障がい者等への支援方法について、市

の広報誌や市ホームページ等を通して周知を図ります。 

福祉総務課 

（防災危機管

理課） 

指定されている福祉避難所において、障がいのある人

が参加する運営訓練を実施するなど、災害時に対応でき

る体制の構築に努めます。 

こども未来部

（防災危機管

理課） 

地域における自主防災組織の強化を促進するととも

に、地域の連携を深めることができるよう、災害時の要支

援者を含む防災訓練の実施を推進します。 

防災危機管理

課（福祉総務

課、市民生活

課） 

関係機関との連携のもと、障がいがある方でも参加で

きる救命講習などを実施します。 

消防本部 

③緊急時対策の推進 

再掲）緊急通報シ

ステムの充実 

障がい者が緊急時に速やかに通報できるシステムの充

実及び普及に努めます。 

・「net119」や「緊急通報用ＦＡＸ」等の普及・啓発・登録

の推進 

・市ホームページや携帯メールなど、障害の特性に応じ

た多様な情報伝達システムの検討・整備 

障がい福祉課 

消防本部 

④感染症対策の推進 

100 ）感染症対策

の推進 

インフルエンザをはじめ、新型コロナウイルス感染症な

どの予防対策について、市の広報誌やホームページ上で

周知を図ります。 

また、障害者施設などで感染症などの発生があった場

合には、関係機関と連携をとりながら、感染症まん延防止

に関する調査及び支援を迅速に実施します。 

くわえて、障害福祉サービス事業所などに対して、感染

症の流行に備え、衛生用品の備蓄などの普及啓発を行い

ます。 

障がい福祉課 

健康づくり課 
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基本方針４：地域で、できる範囲で役割を担い、活動する！ 

障がいのある人が地域で暮らしていくには、福祉サービスの充実だけでなく、住民等による支

えが重要となります。 

このことから、ボランティア人材の確保と活動への参加支援をはじめ、障害者関連団体との育

成支援を促進し、地域での支え合い体制の充実に取り組みます。 

 

 

（１）ボランティアの人材確保と活動への参加促進                           

ボランティア人材の確保にあたっては、ボランティア養成事業の推進をはじめ、ボランティア活動

の参加促進に資する拠点の機能の充実を図り、地域で支える体制づくりを進めていきます。 

取り組み名 内容 主管課 

①ボランティアの養成促進 

101）ボランティア

養成事業等

の推進 

てだこ市民大学・まちづくりアカデミーを通し協働人材

の育成に努めます。 

市民協働・男

女共同参画

課 

介護予防をサポートする人材の育成を図るために、介

護予防サポーター養成講座等を開催します。 

いきいき高齢

支援課 

②ボランティア活動の支援促進 

１０2）市民活動の

支援の充実 

市民が主体的に行う公益的な活動を支援するため、関

連部署や関係機関と連携し、市民活動に関する情報収

集・発信、コーディネート機能等の充実に努めます。 

市民協働・男

女共同参画

課 

 

（２）障がい者関連団体・機関との連携強化                                

障害者関連団体の育成をはじめ、障害者団体と連携したピアサポーターの育成に取り組みます。 

取り組み名 内容 主管課 

①障がい者関連団体等の育成支援、連携強化 

１０3）障がい者団

体等の活動

支援 

障がい者支援等の活動がより円滑に行えるよう、各種

障がい者団体等の自主的な活動の支援を進めます。 

悩み事を抱える障がい者に対し、当事者として寄り添う

ことができるよう、障がい者団体等と連携し、ピアサポータ

ーの育成に努めます。 

障がい福祉課 

 

１０4）当事者団体に

対する支援の

実施 

市内を活動拠点とする障がい者等や家族による団体及

び地域住民団体等で障がい者等が日常生活又は社会生

活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去することを目

的とした活動を行う団体に対し、補助金を交付し支援しま

す。 

障がい福祉課 
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（３）市民参加による地域での障がい者支援体制の充実強化                    

地域における障がい者支援体制の強化に向けて、関係機関の連携による支援ネットワークの充

実を図るとともに、精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みなど

を推進します。 

取り組み名 内容 主管課 

①障がい者支援体制の充実強化 

１０5）地域での支

援体制の充

実強化 

地域で支援を必要とする障がい者への適切な対応を行

うことができるよう、基幹相談支援センターてだこの森、各

種指定障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、社会

福祉協議会（CSW 等）、自治会等との連携により、支援ネ

ットワーク体制の充実強化を図ります。 

障がい福祉課 

（福祉総務課） 

１０6）精神障害にも

対応した地域

包括ケアシス

テム構築の推

進 ★ 

精神障がい者が差別を受けることなく、地域の一員とし

て安心して自分らしく暮らしていくことができるよう、精神

障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し

ます。 

保健、医療、福祉等の関係者による協議の場をとおし

て、各支援者の課題解決力及び支援の質の向上に努めま

す。 

障がい福祉課 

１０７）地域共生社

会の実現に

向けた取り組

みの推進 ★ 

高齢者をはじめ、障がい者や子どもなど全ての住民を

対象とした「てだこ・ゆいぐくるプラン（第６次浦添市地域

福祉計画・第７次浦添市地域福祉活動計画）」に基づき、

地域住民等の参画による地域の課題解決、見守り・声か

けなどの取り組みを関係機関とともに支援し、共に支え合

う地域共生社会の実現をめざします。 

福祉総務課 

  


